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先⾏の取組みから得られた連携における要素(個別ヒアリング調査）
1．顔の⾒える関係構築がされている (構築に5年程度は要する)
・今後の地域医療を検討する連絡会や検討委員会が設置されている地域では、医療機関・⾏政・医師会・介護事業所・地域の重要関係者等
が集まる基盤が構築されていた(定期的に顔が⾒える環境) (平成19年前後に⾃律的ネットワーク構築が⾒られた地域が多い)

2.連携に適切な⼈材を確保している事
・地域の医師会や⾏政機関、中核医療機関等において責任あるポジションにいた経験のある⼈材を連携調整役として配置している事業所

・事業採択前にあいさつに⾏く、適時 顔を会わす場所にて 報告・連絡・相談を⾏う、事業所名を押し出さない→資源を補強する活動を
展開を⾏う(連携の⿊⼦役)

3．様々な医療・介護関係者に適応ができる事
・専⾨特化した事業所である事で地域での拠点としての⼈との繋がりの構築が難しい(価値観や知識、経験にギャップが⼤きい)

4．事務局機能が充実している事
・情報発信能⼒が⾼い

(HPの作成やチラシの配布等、透明性のある経理管理・説明が可能)
・迅速な対応が可能

(常時情報や⼈材を出せる状態を保つ、メールや電話で対応できる)
・医療的な助⾔・対応が可能 (困ったときの信頼性を⾼める) 7

拠点事業所 事務局
○事務補助（⿊⼦）
○情報収集・分析（ブレイン）
○先導者
○教育者
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先⾏の取組みから得られた課題
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取組みが課題に対応していない！

関係者の
ベクトルが
同じ⽅向を
向いていな

い



Copyright © 2014 Department of Home Care Coordinators,
National Center for Geriatrics and Gerontology All Rights Reserved.

第２回 都
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地域における医療及び介護の
総合的な確保について
（参考資料）,P39 .厚⽣労働省,第１回医
療介護総合確保促進会議.
http://www.mhlw.go.jp/file/05-
Shingikai-12401000-Hokenkyoku-
Soumuka/0000052237.pdf

委託不可
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厚⽣労働省，第２
回 都道府県在宅
医療・介護連携担
当者・アドバイ
ザー合同会議，資
料1-1，在宅医療・
介護連携の推進に
ついて，P15．
http://www.mhlw
.go.jp/file/05-
Shingikai-
12301000-
Roukenkyoku-
Soumuka/000006
1019.pdf




